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ドクターブレード事件

２００３年１１月１１日

柳　原　　成　

東京高裁平成１５年７月１８日判決、平成１４（ネ）４１９３号

原審：東京地裁平成１４年５月１５日判決、平成１３（ヮ）１６５０号

１．事件の概要

　原告（控訴人）Ｘは特許第２１２８８４３号「連続紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すた

めのドクターブレード」の特許権者である。本件は物件目録１の各セラミックブレード（Ｙ製品）

を製造、販売する被告（被控訴人）Ｙの行為が、本件特許権の間接侵害に該当すると主張して、

また予備的にＹ製品の購入者の本件特許権侵害行為を幇助するため共同不法行為を構成すると主

張して、ＸがＹに対してＹ製品の製造、販売の差止めと損害賠償の支払を求めた。

　第１審は、ＹがＹ製品を製造、販売する行為は、Ｘの本件特許権の間接侵害に該当せず、また

Ｙ製品の購入者による本件特許権侵害行為の幇助行為にも該当しないとして、Ｘの請求をいずれ

も棄却した。

　Ｘは原判決の取消を求めて控訴した。控訴審において、Ｘは間接侵害と共同不法行為の主張に

加え、均等侵害の主張を追加した。

２．Ⅹの特許権

〔２．１〕　特許番号：特許第２１２８８４３号

〔２．２〕　発明の名称：

連続紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレード

〔２．３〕　現在の特許請求の範囲（構成要件）

『Ａ：走行紙ウエブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレードにおいて、

　Ｂ：ブレードは、０．７㎜もしくはそれ以下の肉厚を有する可撓性の鋼片からなり、

　Ｃ：その作用域に鋼片の肉厚より薄くかつ鋼ブレードよりも耐摩耗性の大きいセラミック材料

の表面被覆が最高０．２５㎜の全厚さを有する層で構成され、

　Ｄ：かつ前記セラミック材料層が、熔融状態にて噴霧により順次の工程で次々と塗布された複

数層のセラミック材料層として構成されてなること
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　Ｅ：を特徴とするドクターブレード。』

〔２．４〕　出願時の特許請求の範囲：

『（１）スクレーパが薄い可撓性の鋼ブレードよりなり、このブレードは０．７mm までの厚さを

有すると共に、紙ウェブに対する導入域を備えたベベル表面により被覆剤を施こしたウェブの側

面と接触するように配置されてなる、連続紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのスクレ

ーパまたはブレードにおいて、紙ウェブ（７）に対するスクレーパ（１）の導入域（９）と、紙

ウェブ（７）の移動方向（６）にて前記導入域に隣接するベベル表面（４）の少なくとも１部（４

ａ）と、導入域（９）中に開口するスクレーパ（１）の導入側（２）の少なくとも１部とに薄い

表面被覆（５）を設け、この表面被覆は鋼ブレードよりも大きい耐摩耗性を有すると共に、セラ

ミック材料、金属酸化物または金属炭化物よりなることを特徴とするスクレーパまたはブレード。

（１１）耐摩耗性被覆の全厚さが０．３５mm 以下であることを特徴とする特許請求の範囲第

１項乃至第１０項記載のスクレーパ。

（１２）耐摩耗性被覆の全厚さが０．２５mm 以下であることを特徴とする特許請求の範囲第

１項乃至第１１項記載のスクレーパ。』

〔２．５〕　昭和５８年１１月２４日（出願直後）補正の特許請求の範囲：

『（１）走行紙ウェブに被覆剤を調節塗布しかつ均すためのドクターブレードにおいて、ブレー

ドは可撓性の鋼片よりなり、その作用域に鋼片の肉厚よりも薄くかつ鋼ブレードよりも耐摩耗性

の大きい表面被覆を施こしたことを特徴とするドクターブレード。

（２）可撓性鋼片が０．７mm もしくはそれ以下の肉厚を有し、被覆が最高０．２５mm の全厚

さを有する特許請求の範囲第１項記載のドクターブレード』

〔２．６〕　平成４年５月１日（拒絶理由対応）補正の特許請求の範囲：

　前記〔２．３〕の現在の特許請求の範囲と同じ。

　同意見書：「耐摩耗性の被覆には、ブレードの可撓性を低下させない条件を伴い、本願発明に

おいては、平成４年５月１日付手続補正書に規定される様に、セラミック被覆の厚みが最高０．

２５mm を必要として構成される。」

〔２．６〕公知例（引例）

　実公昭４６－３０２４４号（製紙機械用ドクターナイフ）

実公昭４９－８９４６号（製紙機械用ドクターナイフ）

特開昭５４－３８９０６号（水切フォイル）
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３．Ｙの行為

　ＹはＹ製品を製造、販売している。

　Ｙ製品（イ号ないしハ号物件）は、係合端（作用域）のセラミック表面被覆厚が０．２５㎜を

超え、構成要件Ｃを文言上充足していない。イ号ないしハ号物件を使用すると、磨耗により表面

被覆厚が０．２５㎜のニ号物件となる。

４．争点

〔４．１〕　間接侵害（特許法１０１条１号、または平成１４年法１０１条１&２号）

　購入者が使用を継続することにより、本件発明の構成要件を充足することになるから、Ｙの製

造、販売は特許法１０１条１および２号の間接侵害になる。

〔４．２〕　均等侵害

Ｙ製品は、本件発明と均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属する。この主張は控訴審

において追加されたものである。

〔４．３〕　共同不法行為（民法７１９条２項）

　購入者の特許権侵害行為を幇助するから、Ｙの製造、販売は共同不法行為になる。この主張は

第１審においてＸから予備的主張として主張されたものである。

５．Ⅹの主張

〔５．１〕争点１：間接侵害

　Ｙが製造、販売するＹ製品は、ヒール部９から係合端８にかけての、セラミック被覆の厚さが、

０．３１３㎜～０．５２５㎜であって、「その作用域に鋼片の肉厚より薄くかつ鋼ブレードより

も耐摩耗性の大きいセラミック材料の表面被覆を最高０．２５㎜の全厚さを有する層で構成さ

れ」るとする構成要件Ｃを充足しないが、購入者がＹ製品の使用を継続することにより、ニ号物

件が示す形状となり、ニ号物件は、本件発明の構成要件のすべてを充足し、改正前及び改正後特

許法１０１条１号所定の本件発明に係る物に該当するので、Ｙ製品を製造、販売するＹの行為は、

ニ号物件の生産にのみ使用する物の生産、譲渡行為に当たり、本件特許権の間接侵害行為を構成

する。

〔５．２〕争点２：均等侵害

　本件発明の構成とＹ製品とが異なる部分は、本件発明の構成要件Ｃの作用域におけるセラミッ
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ク材料の表面被覆層の厚さのみであり、表面被覆層の厚さ自体を、本件発明の本質的部分という

ことはできず、Ｙ製品は、本件発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するもの

であって、表面被覆層を更に厚くするという置換は、容易であるところ、本件特許の出願過程に

おける請求項の補正は、クレームの記載を明りょうにするためのものであり、特許請求の範囲か

ら意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情はないから、Ｙ製品は、本件発明と均等なも

のとして、本件発明の技術的範囲に属する。

〔５．３〕争点３：共同不法行為

　Ｙの製造、販売行為が、購入者による本件特許権侵害の幇助行為に該当する。

６．裁判所の判断

〔６．１〕争点１：間接侵害

〔６．１．１〕；　第１審

　法１０１条１号の趣旨は、甲が発明の構成要件を充足しない物を製造、販売するなどの行為

をすることは特許権侵害を構成しないが、その物の譲渡を受けた乙において、その物を使用して、

発明の構成要件を充足する物を生産するなどの行為に及ぶことが特許権侵害を構成するようなと

きには、将来における特許権侵害に対する救済の実効性を高めるために、一定の要件の下で、そ

の準備段階である甲の行為について、特許権を侵害するものとみなした。乙が行う「その物の生

産」とは、「その物の生産又は使用」などと規定されていないことに照らすならば、供給を受け

た「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を

新たに作り出す行為を指すと解すべきであり、加工、修理、組立て等の行為態様に限定はないも

のの、供給を受けた物を素材として、これに何らかの手を加えることが必要であり、素材の本来

の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないと解するのが相当である。

　これを本件についてみると、Ｙからの購入者が、Ｙから供給を受けた「発明の構成要件を充

足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を「生産」していると認め

ることはできない。

購入者は、イ号ないしハ号物件を購入した後、使用を継続する。セラミックの表面被覆は、摩

耗して薄くなることもあり得ようが、これは通常の用途に従った利用行為の結果であるから、こ

のような購入者の行為を、社会通念上、物を生産している行為ということはできないイ号ないし

ハ号物件を製造販売するＹの行為は、本件発明の間接侵害を構成しない。
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ニ号物件についても、以下のとおり、①必ずしも、本件発明の構成要件Ｃを充足すると解する

ことはできず、①どのような操業条件で、どの程度の時間使用したものかも明確でないので、法

１０１条１号所定の、本件発明に係る「物」ということもできない。

ニ号物件においては、作用域におけるセラミック表面被覆の全厚さが上記数値未満であること

を満たさないものが少なからず存するから、全厚さが最高０．２５㎜であるという要件を充足し

ないというべきである。

Ｙからの購入者が、イ号ないしハ号物件を、僅かに使用するだけで、本件発明の構成要件のす

べてを充足する物に変形することができるような場合には、イ号ないしハ号物件は、本件発明を

侵害ないし間接侵害すると解する余地がなくはない。しかし、①Ｙが製造、販売をするイ号ない

しハ号物件は、そのセラミック被覆の厚さが、０．５２５㎜ないし０．３１３㎜であって、本件

発明の構成要件Ｃの「表面被覆が最高０．２５㎜の全厚さを有する」と比較しても、被覆の厚さ

が大きく異なること、①本件発明の構成要件Ｃは、出願当初の明細書における「耐摩耗性被覆の

全厚さが０．３５㎜以下である」との記載を、手続補正書において「最高０．２５㎜の全厚さ」

なる構成要件を付加して限定した経緯が存すること等からすれば、イ号ないしハ号物件は、購入

者が僅かに使用するだけで、本件発明の構成要件のすべてを充足する物に変形させることができ

る性質を有する製品であるということもできない。

〔６．１．２〕；　控訴審

　特許法１０１条１号

「作用域」は、耐摩耗性を改善するために「セラミック材料の表面被覆層で構成される」のであ

り、摩耗を生ずる部分というべきである。

　Ｙ製品は、物件目録１記載のとおり、いずれも、ヒール部９から係合端８にかけての、セラミ

ック被覆層の厚さが、０．３１３mm～０．５２５mm である。そして、Ｙ製品は、いずれも、そ

の係合端のセラミック被覆層の全厚さが０．２５mm を超えて製作され、係合端は、構成要件Ｃ

の「作用域」に該当するから、「その作用域に鋼片の肉厚より薄くかつ鋼ブレードよりも耐摩耗

性の大きいセラミック材料の表面被覆を最高０．２５㎜の全厚さを有する層で構成され」るとす

る構成要件Ｃを文言上充足しないことは、Ｘの自認するところである。そして、Ｙ製品は、それ

自体完成品であり、新品の状態で、その本来の用途を全面的に果たすものであるから、これを改

正前特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ使用する物」又は改正後特許法１０１条１号の

「その物の生産にのみ用いる物」ということはできない。
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　したがって、Ｙ製品の使用を継続することにより、「作用域」におけるセラミック被覆層の全

厚さが０．２５mm 以下の形状になるとしても、Ｙ製品を製造、販売するＹの行為が、改正前及

び改正後特許法１０１条１号の間接侵害行為を構成するということはできない。

　平成１４年法１０１条２号

　本件発明のドクターブレードを生産するには、完成品として被覆層の全厚さが０．２５㎜以下

のドクターブレードを製造すれば足り、Ｙ製品のように０．２５㎜を超える厚い被覆層を有する

ドクターブレードを製造する必要性は認め難い。したがって、Ｙ製品を改正後特許法１０１条２

号が規定する「その物の生産に用いる物・・・であって発明による課題の解決に不可欠な物」と

いうことはできないから、Ⅹの上記主張も採用することができない。

〔６．２〕争点２：均等侵害

〔控訴審〕

　特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、①当

該部分が特許発明の本質的部分ではなく、②当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても、

特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③そのように置き

換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたもの

であり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから

同出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続にお

いて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、この

ような対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的

範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集

５２巻１号１１３頁）。

　本件発明のドクターブレードのセラミック材料の表面被覆の全厚さは、出願当初においては、

請求項１１、１２には、これを限定する従属項が存在したものの、請求項１には、これを限定す

る記載はなく、昭和５８年１１月２４日付け手続補正書により、請求項２に「被覆が最高０．２

５mm の全厚さを有する」と限定する請求項を置くとともに、「耐摩耗性被覆の全厚さが０．３５

mm 以下である」と限定する請求項１１を削除し、さらに、平成４年５月１日付け手続補正書に

より、請求項１自体において、「セラミック材料の表面被覆を最高０．２５mm の全厚さ」と限定

することとしたものであるから、Ｘは、本件発明のドクターブレードにおいて、セラミック材料

の表面被覆の全厚さが０．２５mm を超える部分を技術的範囲から除外したものである。
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したがって、本件発明に係る特許出願手続において、Ｘは、Ｙ製品のようにセラミック材料の

表面被覆の全厚さが０．２５mm を超えるものは、特許請求の範囲から除外したという特段の事

情が認められ、上記最高裁判決のいう⑤の要件を満たさないというべきであるから、Ｘの均等侵

害の主張は、その余の要件につき検討するまでもなく、理由がない。

　Ｘは、本件特許の出願過程における請求項の補正は、クレームの記載を明りょうにするための

ものであって、意識的除外には当たらないと主張する。しかしながら、上記出願の経緯に加え、

上記補正は、引用例からの容易想到性を肯定する拒絶理由通知書への対応措置の一つとして、引

用例との相違点を明らかにして、ブレードの良好な可とう性の確保という課題の解決のために、

セラミック材料の表面被覆を「最高０．２５mm の全厚さ」と規定したものであることが明らか

であることを併せ考えれば、Ｘは、セラミック材料の表面被覆の全厚さが０．２５mm を超える

部分を、本件発明の技術的範囲から除外したものというべきである。

〔６．３〕争点３：共同不法行為

〔６．３．１〕；　第１審

イ号ないしハ号物件の購入者は、本件発明の技術的範囲に属しないイ号ないしハ号物件を、本

来製品として予定された態様で使用しているにすぎず、その使用態様は本件発明の実施というこ

とはできず、不法行為を構成するものではない。したがって、イないしハ号物件を製造、販売す

るＹの行為は、共同不法行為ないし幇助行為に該当することはない。

〔６．３．２〕；　控訴審

　Ｙ製品を製造、販売するＹの行為が、改正前及び改正後特許法１０１条１号又は改正後特許法

１０１条２号の間接侵害行為を構成するということはできず、Ｙ製品が、本件発明と均等なもの

として、本件発明の技術的範囲に属するということもできないことは、上記のとおりである。そ

うすると、Ｙ製品の購入者において、このような製品を塗工紙用のドクターブレードとして使用

することによりそのセラミック表面被覆が摩耗し、セラミック材料の表面被覆が最高０．２５mm

の全厚さを有するに至ったとしても、本来製品として予定された態様で使用した結果にほかなら

ず、その使用態様を目して本件発明の実施ということはできないから、本件特許権侵害の不法行

為を構成するものではない。

７．コメント

〔７．１〕争点１：間接侵害



8

　間接侵害に関する第１審の判断は、購入者の使用は通常の用途に従った利用行為であり、社会

通念上物を生産している行為ということはできないから、Ｙの行為は、本件発明の間接侵害を構

成しない、ということである。これに対して控訴審の判断は、Ｙ製品は新、品の状態でその本来

の用途を全面的に果たすものであるから、「その物の生産にのみ用いる物」ということはできな

い、ということである。

　特許法１０１条１号の「その物の生産にのみ用いる物」は、「のみ」の解釈として、他に用途

がないことが要求されるものと解されるが、本件の場合購入者において、構成要件を充足しない

状態での使用が可能であるから、Ｙ製品は「その物の生産にのみ用いる物」に該当しないと解す。

よって控訴審の判断に賛成する。

　平成１４年法１０１条２号の「その物の生産に用いる物・・・であって発明による課題の解決

に不可欠な物」については、控訴審よって「０．２５㎜を超える厚い被覆層を有するドクターブ

レードを製造する必要性は認め難い」と判断されているが、これも解釈上の問題はないように思

われる。

〔７．２〕争点２：均等侵害

　均等侵害の主張は、争点１の間接侵害が第１審において斥けられたため、控訴審において追加

された主張であり、控訴審の判断のみが存在する。

　控訴審の判断は、ボールスプライン事件に関する最高裁判決に従い、その第５の要件である特

段の事情について判断した。最高裁判決では、特段の事情の例として、「対象製品等が特許発明

の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる」を例示している

が、本件控訴審の判断は、本特許の補正は拒絶理由通知書への対応措置として、０．２５mm を

超えるものを特許請求の範囲から除外したものとして、特段の事情が存在すると認定した。

　このような意識的除外は、ファイルラッパーエストッペルとして、最高裁判決で例示された特

段の事情の典型例であり、妥当な判断である。

〔７．３〕争点３：共同不法行為

　共同不法行為に関する第１審の判断は、購入者はＹ製品を本来予定された態様で使用している

にすぎず、その使用態様は本件発明の実施ということはできず、不法行為を構成するものではな

い、ということである。控訴審の判断は、Ｙ製品の購入者において、使用により表面被覆が最高

０．２５mm の全厚さを有するに至ったとしても、本来製品として予定された態様で使用した結

果にほかならず、その使用態様を目して本件発明の実施ということはできない、として第１審と
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同様の判断を示している。

　しかしＹ製品の購入者が使用継続により構成要件を充足することになれば、その時点から購入

者の特許侵害は成立すると解する。特許法６８条は、特許権者は業として特許発明の実施をする

権利を専有すると規定するから、構成要件を充足しない製品の購入者であっても、使用継続によ

り構成要件を充足することになれば、その時点から購入者の特許侵害は成立すると解するのが妥

当である。もしそうでないとすると、特許権者の権利は空洞化し、特許法が特許発明を保護する

目的を達せられないからである。

　このような購入者の特許侵害の成立と、Ｙの共同不法行為の成立とは分けて考える必要がある。

民法７１９条２項は、幇助する者は不法行為者と同等の責任を負うと規定している。刑法では幇

助者は従犯とされ、正犯が成立しないと従犯も成立しないとされるが、不法行為の場合は、幇助

者は不法行為者と同等の責任を負うとされる点で刑法と異なる。ここで民法７０９条の不法行為

が成立するためには、損害が発生することが必要である。幇助者が不法行為者と同等の責任を負

うということは、幇助により損害が発生して不法行為が成立することが必要である。

　ところがＹ製品の購入者が構成要件を充足しない範囲で使用しても特許侵害は成立しないから、

ＹによるＹ製品の販売しただけでは未だ損害は発生せず、不法行為は成立しない、と解すべきで

ある。

　購入者の使用継続により構成要件を充足することになれば、その時点から購入者の特許侵害は

成立するから、購入者に不法行為責任が発生する。この場合、Ｙに幇助による共同不法行為責任

が発生するかどうかについては、Ｙに故意過失があるかどうかの問題である。構成要件を充足す

る範囲で使用するかどうかは、購入者が決定すべき事項と思われ、Ｙに特許侵害の予防措置を講

じる義務はなく、Ｙの故意過失は問えないと解する。


